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改定後 現行 備 考 

第１章 総則 

１．１ 一般事項 

１．１．４ 提出書類等 

工事費等請求書 
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月より開始さ

れたインボイ

ス制度に対応
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工事共通仕様書の新旧対照表 
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第３章 工事 

３．１土工事 

３．１．１ 建設副産物等の処理 

１ （略） 

２ （略） 

３ 受注者は、産業廃棄物が排出される工事にあたっては、産業廃

棄物管理票（マニフェスト）により適正に処理されていることを確

認すること。また、電子マニフェストによる場合は受渡確認票の写

しを、紙マニフェストによる場合は D 票・E 票を工事監督員に提

示しなければならない。ただし、E 票については、提示が工事完成

後になってもやむを得ない。 

 

３．２．９ 給水装置工事 

受注者が施工する給水装置工事は、次に掲げるところによること。 

(1)～(5) （略）  

(6) 受注者は、配水管から給水管を分岐するために用いるサドル付

分水栓の挿入コアについては、密着形を使用すること。 

(7) 受注者は、ダクタイル鋳鉄直管の内面エポキシ樹脂粉体塗装管

に給水管を分岐するために用いる穿孔用ドリルについては、専用

ドリル（先端角９０～１００°）を使用するものとし、内面モル

タルライニング管の穿孔用ドリルと兼用しないこと。 

(8) 受注者は、水道配水用ポリエチレン管の穿孔には必ず専用のホ
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ルソと穿孔機により行い、分水栓部の防食対策として、浸透防止フ

ィルムを巻くこと。穿孔の施工方法については、「POLITEC 施工

マニュアル」を参照すること。 

ルソと穿孔機により行い、分水栓部の防食対策として、浸透防止

フィルムを巻くこと。穿孔の施工方法については、「POLITEC 施

工マニュアル」を参照すること。 

 

  以 上   

工事共通仕様書の新旧対照表 


